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1第1回研究会における構成員等からの意見

・ＩＰ放送とインターネットTVの社会的機能は近接してきており、視聴者からは通信と放送を区分する

基準が見えにくくなっていることから、放送が一定の基準を満たしているということが重要になる
のではないか。

・ＩＰに関する技術革新の進展は著しいため、数年程度先の技術水準を見据えて、自由度や拡張性
の高い技術基準を策定していく必要があるのではないか。

・品質基準の規定点として、受信者端子とあるが、具体的に何を指しているのか。宅内のネットワー
クは事業者は管理できないので、責任分界点を何処に設けるかも含め、検討が必要ではないか。

・事業者による４Ｋ対応も含めたＦＴＴＨ化への設備投資が活発化するととともに、４Ｋ・８Ｋのような
高精細の放送への視聴者のニーズが高まってきている。

・ＩＰ電話は電話番号の違い等があるので、品質の違いが消費者にとってわかりやすいが、放送の
場合は、品質基準を策定することで、視聴者が４Ｋ・８Ｋの品質の違いを認識することができるよう
になるのか。

以上
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タップオフ
信号の取り出し口

アンプ（中継増幅器）
弱くなったRF信号を
元の強さまで増幅

光ノード
光信号を

RF信号に変換

光伝送装置
RF※信号を
光信号に変換

ヘッドエンド
電磁波を増幅し、調整し、
変換し、切替え又は混合
して線路に送出する装置

アンテナ(空中線)
地上放送、衛星放送等の

空中波を受信

ケーブルテレビ局

ケーブルテレビ局

映像配信
プラットフォーム
事業者

放送事業者

（HFC方式）

（FTTH方式） 光ケーブル

光ケーブル 同軸ケーブル

光回線終端装置(V-ONU※※)
光信号を電気信号に
変換する装置

クロージャ
光信号の引込口

ケーブルテレビのネットワークの概要

受像機
セットトップ
ボックス

HFC： Hybrid Fiber Coaxial
FTTH： Fiber To The Home

※RF : Radio Frequency ※※V-ONU : Video-Optical Network Unit



3ケーブルテレビに関する電気通信設備及び技術基準

ケーブルテレビ局

放送事業者

番組提供
事業者

情
報
源
符
号
化

多
重
化

映像

音声

データ

情
報
源
符
号
化
復
号

多
重
化
分
離

伝
送
路
符
号
化
復
号

映像

音声

データ

デ
ス
ク
ラ
ン
ブ
ラ

番組コンテンツ

ス
ク
ラ
ン
ブ
ラ

ヘッドエンド

伝
送
路
符
号
化

ＳＴＢ(セットトップボックス) 受像器

加入者宅

情報源符号化 映像、音声等の圧縮、送出

多重化 映像、音声等を一束に信号化

スクランブラ スクランブル（暗号化）処理

原則的にメディア横断
（有線、地上波、衛星による違いがない）

メディアに依存
（有線、地上波、衛星により違う）

伝送路符号化
多重化された信号を伝送するための処理
（誤り訂正符号の付加、デジタル変調等）

「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放
送に関する送信の標準方式」（省令）で規定

「有線一般放送の品質に関する技術基準を定め
る省令」で規定

受
信
者
端
子

伝送路



4ケーブルテレビの伝送路に関する方式

光ファイバ

光
伝
送
装
置

受像器等へ

光
／
電
気
変
換

ＩＰネットワーク

受
信
者
端
子

受
信
用
光
伝
送
装
置

Ｑ
Ａ
Ｍ
変
調

受
信
用
光
伝
送
装
置

受
信
者
端
子光

伝
送
装
置

受
信
者
端
子保

安
装
置

同軸ケーブル光ファイバ

光
伝
送
装
置

Ｑ
Ａ
Ｍ
変
調

ＦＴＴＨ

ＨＦＣ

Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
化

ＩＰ方式（FTTHの場合）

受像器等へ

受像器等へ

伝送路の特定の周波数帯域を占用
(周波数分割多重)

伝送路の一定の帯域を共用
(時分割多重)

ＭＰＥＧ－ ２ ＴＳ

ＭＰＥＧ－２ ＴＳ

T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Ch3 Ch2 Ch1 Ch3 Ch2 Ch1

周波数

90MHｚ
Ch１ →
Ch２ →
Ch３ →

～

770MHｚ

RF方式

ＭＰＥＧ－２ ＴＳ

通信データ

Ｃｈ１

Ｃｈ２

Ｃｈ３

Ｃｈ１

Ｃｈ２

Ｃｈ３

Ｃｈ１

Ｃｈ２

Ｃｈ３

：品質省令における規定点

出
力
端
子

出
力
端
子

出
力
端
子

入
力
端
子

入
力
端
子

受信用光伝送装置 ：ONU(Optical Network Unit)

：想定される規定点
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IP方式 RF方式

伝送帯域
• 帯域の制限が少なく、柔軟に伝送容量

を増やすことが可能。
• 制度的に使用できる周波数に限りがあ

るため、伝送容量に制限。

伝送遅延
• ルーティング処理等による遅延やパケッ

ト毎の到達時間の揺らぎが発生。
• 特になし

伝送損失
• 通信パケット等の増加によるネットワー

クの輻輳によりパケット損失が発生。
• 搬送波レベルの変動や低下、妨害波や

雑音の影響を受けやすい。

伝送効率
• 必要に応じた伝送を可能とする時分割

多重により効率的な伝送が可能。
• 一定の周波数帯域が占有され、通信等

と併せた効率的な伝送が困難。

他チャンネル
との干渉

• 特になし
• 隣接チャネルとの被干渉・与干渉が発

生。

双方向性
• 通信との親和性が高く、様々なサービス

の提供が容易。
• 双方向で利用する手順・仕組みが複雑。

ＲＦ方式とＩＰ方式の特徴



6ケーブルテレビのＩＰネットワーク構成の類型

自社又は他社回線網のみ使用

自社と他社回線網を併用

HE

HE

自社回線網

他社回線網

HE：ルータ

HE

自社回線網

他社回線網

：ルータ（ホームゲートウェイ）

：ゲートウェイ



7ケーブルテレビにおけるFTTH方式の提供形態イメージ

Ｏ
Ｎ
Ｕ 受像機

回線事業者局舎

Ｏ
Ｌ
Ｔ ＯＳＵ

ＯＳＵＣＡＴＶ
ＩＳＰ網

回線事業者
ＩＰ網

Ｏ
Ｎ
Ｕ 受像機

回線事業者局舎

Ｏ
Ｌ
Ｔ ＯＳＵ

ＯＳＵＣＡＴＶ
ＩＰ網・ＩＳＰ網

相互
接続点

相互接続点

契約者宅

契約者宅

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回線事業者より卸役務の提供を受け、
ケーブルテレビ事業者が利用者にFTTH方式でサービスを提供

ケーブルテレビ事業者が利用者に
インターネット接続サービスを提供

ケーブルテレビ事業者が回線事業者に接続料を
支払い、利用者にFTTH方式でサービスを提供

ケーブルテレビ事業者が自ら設置した回線を用いて
利用者にFTTH方式でサービスを提供
（インターネット接続サービスも提供）

ケーブルテレビ事業者が自ら設置した回線を用いて利用者にFTTH方式でサービスを提供
（インターネット接続サービスも提供）

接

続

卸

役

務

自

社

回

線

ＣＡＴＶ
ＩＰ網・ＩＳＰ網

Ｏ
Ｎ
Ｕ 受像機

ケーブルテレビ局舎

Ｏ
Ｌ
Ｔ ＯＳＵ

ＯＳＵ

契約者宅

光ケーブル

光ケーブル

光ケーブル

ONU :Optical Network Unit（光回線終端装置）

OSU :Optical Subscriber Unit（光回線伝送装置：
ONUと対向して光信号を伝送する装置）

OLT :Optical Line Terminal（OSUを集積する装置)



8（参考）FTTH方式の提供形態の主な特徴

設備投資の規模 価格面での競争 サービス面での競争

自社回線
・ 回線設備も含めた膨大な設備
投資が必要

・ 最も効率的なネットワークを自
ら敷設できる
・ 企業努力次第で価格競争力
を付けることが可能

・ 自ら設置する設備の改良により、
より高速なサービス等を提供する
ことが可能

接 続
・ 自己設置部分（OSUや上部の
IP網など）に設備投資が必要

・ 自己設置する設備以外の設
備等の費用を接続料として回
線事業者に支払う
・ 接続料は、総括原価方式で設
定される（原則として認可制）

・ 自ら設置する設備の改良により、
より高速なサービス等を提供する
ことが可能

卸役務
・ 設備投資はほぼ不要（回線事
業者の設備を利用する)

・ 回線事業者の設備を利用する
ための卸料金を回線事業者に
支払う
・ 卸料金は、相対取引によって
決定

・ 回線事業者のサービス仕様に依
存する

ケーブルテレビ事業者におけるFTTH方式の提供形態については、「自社回線」、「接続」、「卸役

務」の方法が考えられるが、地理的要因や競争状況等を踏まえ、それぞれのメリット、デメリットを勘案

した上で最適な方法を選択する必要がある。特に、自社回線が未設置区域への展開に他社回線を利用する

ことは有効である。



9ケーブルテレビ事業者が提供するインターネットサービスの分類

・ 各家庭まで敷設した光ファイバーケーブルにより提供される数10Mbpsから10Gbps超のイン
ターネットサービス。

・ サービスの提供には、契約者のV-ONUまでの光化を行う必要がある。

・ ケーブルテレビの有線電気通信網により、90MHzから770MHzの帯域の一部を利用して提供さ
れる下り40Mbpsから160Mbps超のインターネットサービス。

・ 本サービスは、HFC方式等の伝送路によって提供可能である。

✓ ケーブルテレビ事業者においては、現在、主にFTTHアクセスサービスとCATVアクセスサービスのいずれか

の方式で固定ブロードバンドサービスが提供されている。

✓ ケーブルテレビ事業者の伝送路の状況により、取り得るサービスが異なる。

１．FTTHアクセスサービス（光配線方式、VDSL方式）

２．CATVアクセスサービス（DOCSIS方式） DOCSIS : Data Over Cable Service Interface Specifications
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リニアサービス
（サービス提供者が送信のタイミングを決定するもの） ノンリニアサービス

（受信者が送信のタイミングを決定するもの）

※ ＶＯＤサービスやダウンロードサービス 等放送の同時再放送
（地上/衛星放送の再放送）

自主放送(多チャンネル等)
（地上/衛星放送の再放送以外）

クローズド

ネットワーク
（回線事業者等が管理可能な

閉域網でサービスが

提供されるもの）

オープン

ネットワーク
（インターネットを通じて
サービスが提供されるもの）

インターネットプロトコル(IP)を用いた動画配信サービスの分類

auひかり

ひかりTV（衛星放送）

ケーブル４Ｋ

※ ＩＰマルチキャスト方式によるもの

ひかりTV（ビデオサービス）

IPTV

IP放送

ひかりTV（地上波）

全国

地域限定

ひかりTV（多ch、自主放送ch）

Youtube

ニコニコ動画

Abema TV

DAZN
NHKワールドTV Netflix

TVerauビデオパス

milplus

インターネットTV Amazon プライムビデオ

研究会の検討範囲

ひかりTV どこでも
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分類 基幹放送事業者 有線一般放送事業者 ネット映像配信事業者

Ｒ
Ｆ 放送

Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

放送

通信

放送事業者等によるＩＰを用いた動画配信サービスの形態

放
送
局

視
聴
者

提供例：地上放送、衛星放送

（無線） （有線）

ＲＦ帯域を用いて
放送波により公衆に送信

Ｈ
Ｅ
設
備

契
約
者

ＲＦ帯域を用いて
有線により公衆（契約者）に送信
提供例：地上放送、衛星放送の再放送
コミュニティチャンネルによる自主放送

（現在、具体的な提供例なし）

（現在、具体的な提供例なし） （現在、具体的な提供例なし）

配
信
サ
ー
バ

契
約
者

（有線）

クローズドネットワークを通じて
有線により公衆（契約者）に送信

提供例：ＩＰ放送

配
信
サ
ー
バ

ユ
ー
ザ

配
信
サ
ー
バ

契
約
者

配
信
サ
ー
バ

ユ
ー
ザ

提供例：インターネットＴＶ
（見逃し配信、ＶＯＤ）

提供例：インターネットＴＶ（ＶＯＤ）
提供例：インターネットＴＶ

（ライブ配信、見逃し配信、ＶＯＤ）

ユーザのリクエスト（要求）に応じて
インターネットを通じて送信

ユーザのリクエスト（要求）に応じて
インターネットを通じて送信

ユーザのリクエスト（要求）に応じて
インターネットを通じて送信



12ＩＰ放送のイメージ

インターネットＴＶ
ＩＰＴＶのうちノンリニアサービスに係るもの

ＩＰ放送

Ｄ

要求に応じた情報のみ送信

Ｄ
Ｃ
Ｂ
Ａ

Ａ

ル
ー
タ

ル
ー
タ

ル
ー
タ

①
Ｄを要求

①
Ａを要求

②要求された情報を
それぞれ送信

Ａ

Ｄ

Ｄ
Ａ

中継局

直近の収容局

直近の収容局

４ｃｈ

３ｃｈ

２ｃｈ

１ｃｈ

ル
ー
タ

全チャンネルを同時かつ一斉に送信

４ｃｈ

３ｃｈ

２ｃｈ

１ｃｈ
２ｃｈ

３ｃｈ

４ｃｈ

３ｃｈ

２ｃｈ

１ｃｈ 水門を開けるイメージ

①全加入者に
向けて送信

②リモコンで選択

②リモコンで選択

中継局

ル
ー
タ

ル
ー
タ

⇒ 通信

⇒ 放送



13ＩＰ放送の提供状況

［2017年3月末時点］

提供者 サービス名 開始時期 サービス内容 業務エリア

ＫＤＤＩ auひかり 2003.12 ・自社のauひかりの契約者を対象に、多チャンネル放送(全51ch)を提供 全国

アイキャスト ひかりTV 2005.6

・フレッツ光(NTT東西が提供)及びコラボ事業者が提供する光回線の契約者
を対象に、地上放送・衛星放送の再放送、多チャンネル放送(全124ch)を
提供
・現在、4K放送を２ch提供

全国
（地上放送の再放送
は20都道府県）

クーレボ クレアトゥール
チャンネル 2008.4

・フレッツ光(NTT東西が提供)の契約者を対象に、多チャンネル放送(全７ch)
を提供
※外国人等のコミュニティやホテル等の施設へ、海外の番組を中心に配信

全国

ハートネットワーク ケーブル4K 2016.4 ・自社のFTTH(自社設備)契約者を対象に、ケーブル4Kを放送 愛媛
(新居浜市､西条市)

ケーブルテレビ
徳島

ケーブル4K、
ﾃﾚﾋﾞﾄｸｼﾏ4K 2016.9

・自社のFTTH(自社設備)又はSTNetのブロードバンド契約者(STNet回
線)を対象に、ケーブル4K及び4K自主放送を提供

徳島
（徳島市、神山町、
佐那河内村）

l 現在、IP放送を行う事業者は、5社（KDDI、アイキャスト、クーレボ、ハートネットワーク、ケーブルテレビ徳島)。2016年から、ケーブル事
業者2社(ハートネットワーク、ケーブルテレビ徳島)が、IP放送を開始。

l IP放送の加入世帯数は、合計で約94万(2017年3月末現在)。
l 事業者ごとに、自社設備・他社設備の使用、提供している放送の種別（地上放送・衛星放送の再放送、多チャンネル放送、コミュニティチャン
ネル等の自主放送）は異なる。なお、地上放送・衛星放送(基幹放送)の再放送を行っているのは、アイキャストのみ。



14登録一般放送事業者に課せられる設備の基準について

放送法（抄）

（設備の維持）

第１３６条 登録一般放送事業者は、第１２６条第１項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するよう

に維持しなければならない。

２ 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにす

ること。

二 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。

安全・信頼性基準

品質基準

（放送法施行規則第149条～第155条）
放送法施行規則
第149条 法第136条第１項の技術基準（同条第２項第１号に掲げるものであって、有線一般放送に係るものに限る。）は、
この目の定めるところによる。
【基準の内容】

予備機器等の設置・配備、故障検出、試験機器及び応急復旧機材の配備、耐震対策、停電対策、強電流電線に起因す

る誘導対策、防火対策、屋外設備、ヘッドエンドを収容する建築物の災害対策・堅牢性確保・温湿の維持、耐雷対策

（有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令）
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令
第３条 有線放送設備に適用される法第136条第１項の総務省令で定める技術基準（同条第２項第２号に掲げるものに限
る。）は、この章の定めるところによる。

【主な基準の内容】

受信空中線、使用する光の波長、漏えい電界強度の許容値、使用する搬送波の条件、使用する電磁波の条件、変調方

式、使用する周波数、ヘッドエンド入力信号、許容偏差、搬送波レベル（平均値）、搬送波と雑音のレベルの比



15（参考）品質基準の概要

デジタル有線テレビジョン放送方式
（トラモジ・自主放送）

→第２章第２節(第9条～12条)

標準デジタルテレビジョン放送方式
（地デジパススルー）

→同第３節(第13条～16条)

標準衛星デジタルテレビジョン放送方式
及び広帯域伝送デジタル放送方式

（BSパススルー、110°CSパススルー）
→同第４節（第17条～19条）

総
則
・
雑
則

受信空中線【第4条】 受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置すること

使用する光の波長【第5条】 1530nm～1625nm（光伝送の方式のみである場合に限る）

漏えい電界強度の許容値
【第8条】

有線放送設備から3mの距離において0.05mV/m以下

使用する電磁波の条件
【第20条】

・上記４つの方式以外の有線放送は、他の有線放送の受信に影響を与えてはいけない
・上記４つの方式以外の電磁波は、有線放送の受信に影響を与えてはいけない

伝
送
方
式
ご
と
の
規
定

変調方式
【第11条､15条､19条】

64QAM 256QAM
OFDM

(256/1024
/4096QAM)

OFDM
QPSK

（110度CSの
現行方式）

TC8PSK
（BSの現行方式）

16APSK

使用する周波数
【第10条､14条､18条】

90～770MHz 90～770MHz
1035.05～1485.87MHz
1578.57～2067.43MHz

ヘッドエンド入力信号
【第9条､13条､17条】

高度広帯域衛星デジタル放送の
16APSK(7/9以下)の場合は15dB以上、
16APSK(9/10以下)の場合は21dB以上、

上記以外の衛星放送のBERは1×10-8以下、
地デジのBERは1×10-4以下

BER 1×10-4以下 BER 1×10-8以下

符号化率7/9：
CN比15dB以上
符号化率9/10：
CN比21dB以上

許容偏差
【第12条､15条】

±20kHz以内 ±20kHz以内 ±1.5MHz以内

搬送波レベル（平均値）
【第12条､15条】

49-81dB㎶ 57-81dB㎶
49/56/60/63

-81dB㎶
47-81 dB㎶ 47-81 dB㎶ 48-81 dB㎶

受信者端子における
搬送波と雑音のレベル比

【第12条､15条】

26dB以上 34dB以上 26～40dB以上 24dB以上 8dB以上 11dB以上

符号化率7/9：
13dB以上

符号化率9/10：
17dB以上

注:有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令で規定 ※項目は主なものを抜粋して掲載



16放送法等における「放送」の定義について

放送法（抄）

（定義）

第２条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第１

号に規定する電気通信をいう。）の送信（他人の電気通信設備（同条第２号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。）を用

いて行われるものを含む。）をいう。

① 「公衆」について

② 「直接受信されることを目的とする」について

○ 「公衆」とは、不特定多数の者をいう。特定の者を対象とするもの（中略）は、放送ではない。契約当事者のみを対象とする有料放送
であっても、その契約が全ての人に開放されている限り公衆概念に適合する。(放送法逐条解説(改訂版))
○ 通信の相手方が「特定」されてないのが公衆に対する通信である。したがって、通信の相手方の特定性について検討することにより公衆
に対する通信であるか否かを判断することができる。(「通信と放送の境界領域的サービスに関する研究会」中間報告(平成元年２月))
○ 通信の相手方が特定しているためには、送信者と通信の相手方との間の特定の関係あるいは通信の相手方に特定の属性が存在し
ており、通信の相手方が不特定多数に及ぶものではないこと、しかもこうした特定の者を通信の相手方としようとする送信者の意図が、
送信者の主観のみではなく客観的に認められることが必要である。（同 中間報告）

○ 「直接受信されることを目的とする」とは、直接公衆によって受信されることを目的とするものをいう。(放送法逐条解説(改訂版))
○ 「直接」とは、送信者と受信者の間の第三者が介在しない形態をいい、間接に公衆によって受信されるもの（中略）は、放送では
ない。なお、ここでいう「第三者」とは、チャンネルの確保、情報の取捨選択、情報の編集等を行う（又はそれを行いうる）者をいい、
放送事業者が伝送路の一部を電気通信事業者から調達するとしても、当該電気通信事業者は、単に媒介しているに過ぎず、第三
者に該当しない。(放送法逐条解説(改訂版))
○ 「目的」とは、送信者の意図を指すものであるが、単に送信者が公衆によって直接受信されることを意図しているだけでは足りず、外形
的事実においてもそのことが明らかでなければならない。(放送法逐条解説(改訂版))



17（参考）電話の品質基準に係る規定の詳細

○ 事業用電気通信設備規則において、各電話用設備に対し、それぞれの特性に応じて品質等の要件を規定。

○ 0AB-J IP電話用設備については、アナログ電話用設備と同等の品質等の確保を義務付け。

※１ 表中の条番号は事業用電気通信設備規則の条文を表す。 ※２ 技術基準は規定していないが、ファクシミリによる送受信は可能。 ※３ 技術基準は規定していないが、十分な安定性あり。

規定項目（※１） アナログ電話 （メタル電話） 総合デジタル通信 0AB-J IP電話 （光IP電話） 携帯電話及びPHS その他の音声伝送役務

基本機能等
呼を疎通させるための
基本的な機能

第27条、第28条、第29条、第30条、
第31条、第32条、第33条
・電源供給 ・信号極性 ・信号音
・発信の認識、通知
・宛先の認識
・応答の認識、通知
・通信終了の認識 （※２）

第３５条の３
・発信の認識、通知
・宛先の認識
・応答の認識、通知
・通信終了の認識 （※２）

第３５条の９
・発信の認識、通知
・宛先の認識
・応答の認識、通知
・通信終了の認識
・ファクシミリによる送受信

第３５条の17
・発信の認識、通知
・宛先の認識
・応答の認識、通知
・通信終了の認識

第３6条の２
・発信の認識、通知
・宛先の認識
・応答の認識、通知
・通信終了の認識

通話品質
呼を疎通する端末設備
－局舎間での音量の
減衰に係る品質

第３４条
・送話ラウドネス定格 15dB以下
・受話ラウドネス定格 6dB以下

第３５条の４
・送話ラウドネス定格 11dB以下
・受話ラウドネス定格 5dB以下

－
第３５条の１８
・基準を自ら定め維持
（VoLTE、050IP除く）

接続品質
呼の疎通しやすさに
係る品質

第３５条（第３５条の５、第３５条の１０ 第３５条の１９、第３６条の４で準用）
・呼損率0.15以下 ・接続遅延30秒以下

総合品質
呼を疎通する端末設備
同士間での音声伝送
に係る品質

－ －
第３５条の１１
・平均遅延150ミリ秒未満

第３５条の１９の２
・基準を自ら定め維持
（VoLTEのみ）

第３６条の５
・R値50超
・平均遅延400ミリ秒未満
（050IPのみ）

ネット
ワーク
品質

呼を疎通するIPネット
ワーク部分に係る品質

－ －

第３５条の１２
・UNI－UNI間：
平均遅延70ミリ秒以下
揺らぎ20ミリ秒以下
パケット損失率0.5%未満

・UNI－NNI間：
平均遅延50ミリ秒以下
揺らぎ10ミリ秒以下
パケット損失率0.25%未満

－ －

安定品質
呼の疎通の安定性に
係る品質

－
（※３）

－
（※３）

第３５条の１３
・アナログ電話と同等の安定性

－ －

緊急通報
緊急通報受理機関
への通報

第３５条の２、第３５条の６、第３５条の１４、第３５条の２０
・緊急通報の管轄受理機関への接続 ・位置情報等の通知 ・回線保留または呼び返し若しくはこれに準ずる機能

第３６条の６
・取り扱い設備では準用

災害時
優先通信

優先的な取り扱いが
必要な通信

第３５条の２の２（第３５条の６の２、第３５条の１４の２、第３５条の２１で準用。）
・災害時優先通信の優先的な取り扱い

第３６条の７
・取り扱い設備では準用

発信者番号
偽装防止

発信番号と異なる
番号の送信防止

第３５条の２の３（第３５条の７、第３５条の15、第３５条の22、第３６条の８で準用。）
・利用者に付与した電気通信番号と異なる番号が送信されないよう必要な措置を講ずること
（その他の音声伝送役務においては050IPのみ）
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○ アナログ電話については、主に「音量」に着目して通話品質を規定している一方、アナログ電話の特性上、遅延等は規定なし。

○ 0AB-J IP電話については、End-to-Endでの品質（遅延）を規定した総合品質と、ＩＰ網部分の伝送に関するネットワーク
品質とを合わせて、アナログ電話と同等の音声品質を満たすように規定。

（参考）通話品質、総合品質、ネットワーク品質について

アナログ電話

0AB-J IP電話

電話端末

PSTN

電話端末
加入者交換機

末端

加入者交換
機末端

通話品質
（送話ラウドネス定格）

電話端末

事業者Ａ
IP網

電話端末

UNI

NNI

UNI

UNI-UNIネットワーク品質

UNI-NNIネットワーク品質

総合品質

事業者Ｂ
IP網

通話品質
（受話ラウドネス定格）

※ UNI ： User - Network Interfaceの略。事業用電気通信設備と当該設備に接続する端末設備等との間の分界点。

NNI : Network - Network Interfaceの略。相互接続を行っている事業用電気通信設備相互間の分界点。

… 端末-加入者交換機I間での音量の減衰を規定（受話ラウドネス定格も同様）

… 端末間（End-to-End）での遅延を規定

…  UNI-UNI間での遅延、揺らぎ、パケット損失率を規定

…  UNI-NNI間での遅延、揺らぎ、パケット損失率を規定

UNI

電話端末



19

音声がデータよりも

優先的に処理され

れば、通信混雑時

でも安定した通信

を確保。

音声パケットの優先制御 音声とデータの帯域分離

ネットワーク ネットワーク

音声とデータの帯

域が分離され、音

声の帯域が確保さ

れていれば、通信

混雑時でも安定し

た通信を確保。

音声 データ 音声 データ

※ 上記の他、音声パケットの優先制御や音声とデータの帯域分離を行わないベストエフォート回線を
利用する場合であっても、網内の通信品質を常時監視するとともに、品質低下時に速やかに代替
回線への迂回措置を実施すること等により、アナログ電話と同等の安定性を確保できる旨を規定。

○ 0AB-J IP電話については、ふくそう等に伴う役務の提供の停止や制限がアナログ電話と同等でなければならない
として、安定品質の確保に必要な措置を講じることを規定。

○ 具体的には、アナログ電話と同等の安定性を確保するため、音声パケットの優先制御や音声とデータの帯域分離による
方式を規定している他、ベストエフォート回線利用時には、品質の常時監視及び速やかな迂回措置の実施等による方式を
規定。

（参考）安定品質について



20有料放送分野における消費者保護ルールについて

n 「日本再興戦略」（平成25年6月閣議決定）や「情報通信審議会答申」（平成26年12月）を踏まえ、2020年代に向けて、我が国

の世界最高水準のICT基盤を更に普及・発展させ、経済活性化・国民生活の向上を実現するため、電気通信事業法、電波法

と併せて、放送法の改正を実施（平成２７年５月２２日公布）。

n 放送法では、有料放送サービスの受信者の保護のため、① 書面交付義務、②初期契約解除制度、③不実告知等の禁止、④勧

誘継続行為の禁止、⑤代理店に対する指導等の措置について、新たな規定を整備。また、改正放送法の施行に伴う関係政省令

等の整備に併せて、提供条件の説明義務の充実を図るため、⑥適合性の原則を導入。（電気通信サービスについても、電気通信

事業法等において、これらと同様の改正を措置）

n これらの新たな制度は、平成28年５月21日に施行。また、有料放送サービスの具体的な消費者保護ルールの明確化等を目的に

ガイドラインを策定。

■ 書面交付義務
（改正放送法第150条の2）

契約の締結後に、個別の契約内容を容易に確認
できるよう、有料放送事業者に対し、契約締結書面
の交付を義務付け

■ 不実告知等の禁止
（改正放送法第151条の2第1号）

有料放送事業者及びその代理店に対
し、料金などの受信者の判断に影響を
及ぼす重要な事項の不実告知や事実
不告知を禁止

■ 代理店に対する指導等の措置（改正放送法第151条の3）

代理店による契約締結に関する業務が適切に行われるようにするため､有料放送事業者に対し、代理店への指導等の措置を義務付け

■ 初期契約解除制度
（改正放送法第150条の3）

料金等が複雑で理解が困難といった特
性があるサービスについて､受信者は、契
約締結書面受領後等から８日間は､相手
方の合意なく契約解除できる制度を導入

■ 勧誘継続行為の禁止
（改正放送法第151条の2第2号）

有料放送事業者及びその代理店に対
し、勧誘を受けた者が契約を締結しな
い旨等の意思を表示した場合、勧誘を
継続する行為を禁止

■ 提供条件の説明義務 （放送法第150条）

有料放送事業者及びその代理店に対し、契約の
締結に際し、提供条件の概要の説明を義務付け
（平成２２年放送法改正により導入）

□ 適合性の原則
（改正放送法施行規則第１７５条第６項）
有料放送事業者及びその代理店に対し、受信者
の知識、経験等に照らして必要な程度及び方法に
よる説明を行うことを義務付け ■ 苦情等処理義務

（放送法第151条）

有料放送事業者及び有料放送管理事
業者に対し、受信者からの苦情及び問合
せを適切かつ迅速に処理することを義務
付け（平成２２年放送法改正により導入）


